






















　妊産婦の健康管理を行ない母子の健康を守り先天異常児の出生を防止するた

めに、従来は妊婦の健康管理が行政上実施されてきた。これによって母子の健

康の増進効果はあったものの必ずしも充分でない。この目的の達成のためには

より早期に、とりわけ妊娠前に女子の健康管理が行なわれることが重要である。

今年度は昨年度に引続き、学業終了後から妊娠時の母子手帳方式に到るまでの

空白期間における女子健康管理法として、2つの時期つまり 1.成人式を迎える

時期、2.新婚時に実施される健康管理法を検討した。


